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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年6月21日(2016.6.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトの飲食物（ｄｉｅｔ）を補足する方法であって、以下の工程：
　各々１２：６：４：２：１の比率で存在するβ－カロチン、ルテイン、リコピン、α－
カロチン、及びゼアキサンチンであるカロテノイドを含むビーズレット（ｂｅａｄｌｅｔ
）を提供し、ここで、ビーズレットはコア及び外部を含み、ここで、β－カロチンは、１
つの層に配置され、該層は、ルテイン及びゼアキサンチンの少なくとも１つを含む別の層
よりもコアに近く、それにより、β－カロチンは、ルテイン及びゼアキサンチンの少なく
とも１つがヒトの胃腸管に放出された後に胃腸管に放出され；
　前記ビーズレットをヒトに経口投与し、
　続いて、ヒトの胃腸管内に前記カロテノイドを放出する
ことを含み、
　ここで、前記投与工程の４～６時間後に、β－カロチンがヒトの胃腸管に放出され、
　ここで、前記投与工程の２～３時間後に、ルテインがヒトの胃腸管に放出され、
　ここで、前記投与工程の３～４時間後に、リコピンがヒトの胃腸管に放出され、
　ここで、前記投与工程の４～６時間後に、α－カロチンがヒトの消化管に放出され、及
び
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　ここで、前記投与工程の２～３時間後に、ゼアキサンチンがヒトの消化管に放出され、
　ここで、ビーズレットからのカロテノイドの逐次放出に起因して、胃腸管における吸収
に対して互いに実質的に競合することなしに、カロテノイドはヒトの飲食物を補足する方
法。
【請求項２】
　カロテノイドがアスタキサンチンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、β－カロチン、ゼアキサンチン、及びアスタキサ
ンチンが各々１２：６：４：２：１：１の比率で存在する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　β－カロチンが胃腸管に曝露され、ビーズレットから胃腸管に最初に放出される前に、
ルテイン及びゼアキサンチンが胃腸管に曝露され、ビーズレットから胃腸管に最初に放出
されるように、カロテノイドがコアから外部に積層される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　α－カロチンが胃腸管に曝露され、ビーズレットから胃腸管に最初に放出される前に、
ルテイン及びゼアキサンチンが胃腸管に暴露され、ビーズレットから最初に胃腸管に放出
される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　β－カロチンが胃腸管に曝露され、ビーズレットから胃腸管に最初に放出される前に、
リコピンが胃腸管に暴露され、ビーズレットから最初に胃腸管に放出され、そして、ルテ
イン及びゼアキサンチンが胃腸管に曝露され、ビーズレットから胃腸管に最初に放出され
た後に、リコピンが胃腸管に暴露され、ビーズレットから最初に胃腸管に放出される、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　カロテノイドがアスタキサンチンを含み、ここで、前記投与工程の１～２時間後に、ア
スタキサンチンがヒトの消化管から放出される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ヒトにおいてカロテノイドが不足している、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ヒトの飲食物を補足する方法であって、以下の工程：
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン及びゼアキサンチンのカロテノイド
を含む製剤を提供し、
　ヒトに該製剤を経口投与し、
　続いて、ヒトの胃腸管内にカロテノイドを放出する
ことを含み、
　それにより、ルテイン及びゼアキサンチンがヒトの胃腸管に放出された後に、β－カロ
チン及びα－カロチンの少なくとも１つがヒトの胃腸管に放出される前記方法。
【請求項１０】
　前記製剤がビーズレットの形態であり、該ビーズレットが、コアと外部を含み、ここで
、β－カロチン及びα－カロチンの少なくとも１つは、１つの層に配置され、該層は、ル
テイン及びゼアキサンチンの少なくとも１つを含む、分離され、区別される別の層よりも
コアに近い、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン及びゼアキサンチンが各々１２：６
：４：２：１の比率で存在する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　カロテノイドがアスタキサンチンを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン、ゼアキサンチン、及びアスタキサ
ンチンが各々１２：６：４：２：１：１の比率で存在する、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記カロテノイドがアスタキサンチンを含み、ここで、アスタキサンチンは、ルテイン
及びゼアキサンチンの前にヒトの消化管に前記製剤から放出される、請求項９に記載の方
法。
【請求項１５】
　β－カロチン及びα－カロチンが、投与工程の４～６時間後にヒトの消化管に前記製剤
から放出される、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　ルテイン及びゼアキサンチンが、リコピンの前にヒトの消化管に前記製剤から放出され
る、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　経口投与される製剤が、ビーズレット又はカプセルの形態である、請求項９に記載の方
法。
【請求項１８】
　β－カロチン、
　ルテイン、
　リコピン、
　α－カロチン、及び
　ゼアキサンチン
を含む逐次的持続放出マルチカロテノイドビーズレットであって、
　ここで、β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン、及びゼアキサンチンはビ
ーズレットに１２：６：４：２：１の比率で存在し、
　ここで、ビーズレットはコア及び外部を含み、β－カロチン及びα－カロチンの少なく
とも１つは、１つの層に配置され、該層は、ルテイン及びゼアキサンチンの少なくとも１
つを含む、分離され、区別される別の層よりもコアに近く、それにより、β－カロチン及
びα－カロチンの少なくとも１つは、胃腸管にビーズレットを投与後、ルテイン及びゼア
キサンチンの少なくとも１つがヒトの胃腸管に放出された後に胃腸管に放出される前記ビ
ーズレット。
【請求項１９】
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン、ゼアキサンチン、及びアスタキサ
ンチンが各々１２：６：４：２：１：１の比率でビーズレットに存在する、アスタキサン
チンを含む、請求項１８に記載の逐次的持続放出マルチカロテノイドビーズレット。
【請求項２０】
　β－カロチン、ルテイン、リコピン、α－カロチン及びゼアキサンチンがビーズレット
に積層され、それにより、ビーズレットが投与された胃腸管に、各々４～６時間、２～３
時間、３～４時間、４～６時間及び２～３時間で放出する、請求項１８に記載の逐次的持
続放出マルチカロテノイドビーズレット。
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